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• ダーバン会議（COP17）とその後の
交渉の到達点	

• ドーハ会議（COP18）の争点と課題	
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これまでの温暖化交渉の進展	
•  1988年　IPCC（気候変動に関する政府間パネル）設置	

•  1992年　国連気候変動枠組条約採択（１９９４年発効）	
•  1995年 第1回締約国会議（COP1）：ベルリンマンデート	

•  1997年　COP3（京都会議）：京都議定書採択	
•  2000年　COP6：京都議定書実施規則案に合意できず	

•  2001年3月　米国の離脱表明	

•  2001年10－11月 COP7：マラケシュ合意採択	
•  2005年2月　京都議定書発効	

•  2005年11-12月COP11・COP/MOP1（モントリオール会議）	

•  2007年12月　COP13・COP/MOP3（バリ会議）	
•  2009年12月　COP15・COP/MOP5（コペンハーゲン会議）	

•  2010年11-12月　COP16・COP/MOP6（カンクン会議）	
•  2011年11-12月　COP17・COP/MOP7（ダーバン会議）	

•  2012年11-12月　COP18・COP/MOP8（ドーハ会議）	
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カンクン合意の
実施	  
↓	  

報告・評価・検証
の指針の採択、
緑の気候基金
（GCF）、技術執
行委員会などの
運用開始。未決
定の事項残る。
COP18（2012年）

に決定	

京都議定書第
二約束期間の
約束を定める
改正案の採択	  

↓	  
第二約束期間
設定の決定。

正式の改正案
採択はCOP/

MOP8（2012年）	  
	

	  
新たな一つの
法的枠組み交

渉開始	  
↓	  

新たな法的文
書交渉開始決
定。新たな作業

部会の設置	
	  

気候変動枠組条約	 京都議定書	



長期目標のレビュー	  
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カンクン合意の実施	

遅くとも2015年に採択�2012年前半の立ち上げ�

IPCC	

第5次報告書�

（2013ー15年）�

カ
ン
ク
ン
合
意	

条約作業部会	
（AWG-LCA)	

COP18で	

作業完了	

終了予定�

議定書作業部
会（AWG-KP)	

第１約束期間
（〜２012年)	

COP18で	

作業完了予定�

第2拘束期間（2013年〜2017年or2020年）�第2約束期間（2013年〜2017年or2020年）�

ダーバン・プラットフォーム作業部会（ADP）	

・ 各国による	

� 批准�

各国が削減目標・行動を掲げ、国際的検証	

適応策、資金、技術、キャパシティビルディング	


ＣＯＰ１７の合意：2020年新たな法的文書実施までの道のり	

環境省作成の図を基に高村作成�

全
て
の
国
に
適
用
さ
れ
る
法
的
文
書
発
効
・
実
施�

第1約束期間
遵守評価	  

文
書
採
択
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新たな法的枠組み交渉(1)	

•  「すべての締約国に適用される、条約の下での
議定書、別の法的文書又は法的効力を有する
合意された成果を作成するプロセスを開始	  
(launch	  a	  process	  to	  develop	  a	  protocol,	  another	  
legal	  instrument	  or	  an	  agreed	  outcome	  with	  legal	  
force	  under	  the	  ConvenEon	  applicable	  to	  all	  
ParEes)」	  
–  “a	  protocol”	  
–  “another	  legal	  instrument”	  
–  “an	  agreed	  outcome	  with	  legal	  force”	

7	




新たな法的枠組み交渉(2)	

•  「対策の促進のためのダーバン・プラット
フォーム作業部会（Ad	  Hoc	  Working	  Group	  on	  
the	  Durban	  PlaNorm	  for	  Enhanced	  AcEon;	  
ADP）」の設置	  
– 2012年前半に作業開始。2012年前半に作業計

画	  
– できるだけ早く、遅くとも2015年までに作業完了。
COP21（2015年）に採択	  

– 2020年から（from	  2020）効力発生、実施	  
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新たな法的枠組み交渉(3)	

•  新たな法的文書策定プロセス（2012-‐15年）で
は削減水準の引き上げを行うことを決定	

– 削減水準を高める作業計画開始	  
– すべての締約国による可能な限り高い削減水準

を確保するために全体の削減水準と長期目標と
の間の「乖離（gap）」を解消することができる選択
肢の確認・検討を行う	
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新たな法的枠組み交渉(4)	

•  5月のボン会合では、議題（アジェンダ）の設
定、ADPの共同議長決定にとどまる。作業計
画を含め実質的な議論には入れず	  

•  8-‐9月のバンコク非公式会合からラウンドテー
ブル方式で意見交換を開始	
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ＣＯＰ１７の合意：2020年新たな法的文書実施までの道のり	
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京都議定書第二約束期間(1)	

•  第二約束期間は2013年1月1日から開始する
ことを決定	  

•  第二約束期間は2017年末か2020年末までと
決定。いずれかは、2012年のAWG-‐KPで決定	  

•  京都議定書の第二約束期間のルール（森林
等吸収源、京都メカニズム、対象ガス等）を決
定	  
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京都議定書第二約束期間(2)	

•  COP/MOP決定の附属書1に記載されている附属書I国
が提出した削減目標を京都議定書の下での数値目標
（QELROs）に転換する意志に留意	  

•  2012年5月1日までにQELROsに関する情報を提出、
AWG-‐KPで検討。COP/MOP8で改正案採択	  

•  AAUの第二約束期間への繰り越しが数値目標に与え
る影響の評価、それへの対処方法については、2012
年のAWG-‐KPで検討。COP/MOP8で決定	  

•  今回の決定によるこれまでの方法論に関する決定実
施への影響をSBSTAが評価し、対処。COP/MOP8で決
定	  

•  10月9日付けで交渉テキスト	  
	   14	




カンクン合意の実施	

•  AWG-‐LCAの成果	  
– 決まったことはCOP決定で採択	  
– 決まらなかったことはCOP18に先送り。AWG-‐LCA

は1年延長。COP18で作業完了予定	

– ダーバン・プラットフォーム決定によって、AWG-‐
LCAの下での合意は、NAMAやMRVに関するもの
も含め、2020年から新たな法的文書が実施され
るまでの気候変動対策の国際的ルールとなる	  
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2020年までの国際ルール(1)	  
長期目標	

•  共有のビジョン	  
– 工業化以前からの全球平均気温上昇を2度未満

に抑えるという締約国がめざす長期目標を確認
（カンクン合意（CA）、para.	  4）	  

– 2050年の排出削減目標、排出量ピークアウトの
タイミングについてはCOP18に向けて交渉継続	  

– 「持続可能な発展への衡平なアクセス」について
AWG-‐LCAが検討。COPへ報告	  

– 究極的な目的に照らして、長期目標の適切さと全
体の進捗を定期的に再検討（CA、para.	  138）	

•  第1回再検討（2013年に開始、2015年に完了）で、1.5
度目標を含め長期目標の強化を検討（CA、para.	  4	  and	  
para.	  139）	   16	




2020年までの国際ルール(2)	  
先進国の削減目標	

•  附属書I国は2020年の数値目標を実施することを約束（コ
ペンハーゲン合意、para.	  4）	  
–  Annex	  I	  ParEes	  commit	  to	  implement	  individually	  or	  jointly	  the	  

quanEfied	  economy-‐wide	  emissions	  targets	  for	  2020....	  
–  日本： “a	  target	  of	  a	  25	  per	  cent	  emission	  reducEon	  by	  2020	  

compared	  with	  1990	  levels,	  which	  is	  premised	  on	  the	  
establishment	  of	  a	  fair	  and	  effecEve	  internaEonal	  framework	  in	  
which	  all	  major	  economies	  parEcipate	  and	  on	  agreement	  by	  those	  
economies	  on	  ambiEous	  targets.”	  

•  附属書I国が実施するものとして通報する削減目標に留意
（カンクン合意、para.	  36）	  

•  提出した削減目標を明確にするプロセスを2012年に継続	  
–  2012年3月5日までに、先進国は、共通のテンプレートを使用し

て、関連する情報を提出	  
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2020年までの国際ルール(3)	  
先進国の低排出開発戦略	

•  先進国は低炭素開発戦略・計画を策定すべき
ことを決定（カンクン合意、para.	  45）	

•  低排出開発戦略策定の進捗状況について先
進国が情報を提出するよう要請（COP17決定）	
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2020年までの国際ルール(4)	  
先進国のMRV	

•  削減目標と支援の提供に関する国別報告書
の報告促進（カンクン合意、para.	  40）	

– 排出目録（インヴェントリー）を毎年提出	

　　→年次排出目録報告指針の改定（COP17決定）	

– 排出削減目標の進捗、途上国への支援に関する
報告書を2年に一度提出	

　　→隔年報告書に関する指針採択（COP17決定）	
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2020年までのルール(5)	  
隔年報告書	

•  隔年報告書（Biennial	  Report;	  BR）に関する指針	
–  第一回隔年報告書を2014年1月1日までに提出	
–  4年ごとに国別報告書（NC）を提出	

•  2014年:NC（+BR）、2016年：BR、2018年：NC（+BR）、2020年：BR	  
–  隔年報告書で提出する情報	

•  インヴェントリーの概要	
•  その条件や想定を含む削減目標に関する情報（基準年、対象ガ

ス、対象セクター、LULUCFからの排出量、吸収量の取り扱い、国
際市場メカニズムの利用など目標達成手段など）	

•  とられる対策、国内制度の変更	
•  削減目標達成に向けた進捗に関する情報	
•  2020年、2030年の排出予測（の変化）	
•  途上国への支援	
•  削減目標の遵守の自己評価の制度、国内の目標不遵守に対す

る国内措置のルール（報告は奨励）	
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2020年までのルール(6)	  
国際的な評価と審査	

•  国際的な評価と審査（InternaEonal	  Assessment	  
and	  Review;	  IAR）の方法と手続を採択	  
– 専門家の審査と削減目標の実施に関する多国間評

価からなる	  
– 報告書提出の2ヶ月後（遅くとも2014年3月1日）から

開始。隔年報告書に合わせて2年ごと（インヴェント
リーは従来どおり毎年審査）	  

– 専門家の審査は専門家審査チームによる。その結果
は審査報告書にまとめる	  

– 多国間評価はSBIの会期中に行う	  
– 将来遵守制度に関する合意ができればそれを反映	  

21	




22	


隔年報告書（2年に一度）	

＊4年に一度は国別報告書も	


�

専門家の審査→審査報告書�

SBIにおける多国間評価�

図�先進国の削減行動の検証のしくみ�

 IAR	

（COP17
採択）	


BR指針採択
（COP17）	

削減目標に関する情報（条件、想定、基準年、目標達
成手段など）�
削減目標達成に向けた進捗に関する情報�
2020年、2030年の排出予測（の変化）�
途上国への支援�
削減目標の遵守の自己評価の制度、国内の目標不
遵守に対する国内措置のルール（報告は奨励）���など�



2020年までのルール(7)	  
多国間評価	

•  国際的な評価と審査（IAR）の多国間評価	  
– 国別数値目標達成に向けた進捗実施評価という位

置づけ	  
– 各国の（i）排出量・吸収量データ、（ii）目標達成の想

定、条件、方法、（iii）目標達成に向けた進捗を評価	  
– 評価の前にどの締約国も書面で質問を出せる。評価

を受ける国は、2ヶ月以内に回答。質問、回答ともに
websiteで公開	  

–  SBI＝公開の場（webcastでも配信）で他国の質問に
審査を受ける国が応答。その結果は，事務局が議事
録にまとめる	  

– 適当な場合、SBIが意見を関連する条約機関に送付	  
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2020年までのルール(8)	  
途上国による排出削減策	

•  途上国が、2020年の「成り行き排出量」と比して
排出を抑制することをめざして、その国に適切な
排出削減策（NaEonally	  Appropriate	  MiEgaEon	  
AcEons;	  NAMA）をとる（will）ことを合意（カンクン
合意、para.	  48）	

•  NAMAを実施する意図をCOPに自発的に通報し
たい途上国に、事務局にNAMAに関する情報を
提出するよう要請（カンクン合意、para.	  50）	  
–  2012年には提出されたNAMAをさらに理解するため

のワークショップを継続	  
•  低排出発展戦略を作成するよう奨励（COP17）	  
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途上国による排出削減策(2)	

•  登録簿	  
– 国際的支援を求めるNAMAを記録し、支援策との

マッチングを促進（カンクン合意、para.	  53）	  
•  途上国からの支援を求めるNAMAに関する情報、先進

国からのNAMA支援に関する情報を登録簿に記録し、
定期的に更新（カンクン合意、para.	  56）	  

– 登録簿の別のセクションで途上国のNAMAを承認
（カンクン合意、para.	  58）	  

– 事務局が管理するweb上の登録簿	  
– 2012年中に作成。COP18で完成	  
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途上国による排出削減策(3)	
•  排出目録を含む国別報告書の報告を促進する

ことを決定（カンクン合意、para.	  60）	
– 原則として、4年に一度国別報告書、排出目録の更

新を含む2年に一度の更新報告書を提出すべき	  
•  隔年更新報告書（Biennial	  Update	  Report;	  BUR）

の指針を採択	  
–  2014年12月までに第一回のBURを提出。その後2年

ごとに提出。LDCとSIDsは提出は裁量	  
–  BURには、提出日より4年以内のインヴェントリーを最

低限記載	  
•  その他に、対策とその効果に関する情報、必要な支援、受

け取った支援、国内MRVに関する情報など	  
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途上国による排出削減策(4)	
•  途上国の排出削減策のMRV	  

–  国際的に支援を受けた排出削減策は、国内
でMRVされ、UNFCCCの下で策定される指針
に従って国際的なMRVの対象となることを決
定（カンクン合意、para.	  61）	  

–  国内的に支援を受けた排出削減策は
UNFCCCの下で策定される一般指針に従っ
て国内でMRVされることを決定（カンクン合
意、para.	  62）	  

–  国内的に支援を受けたNAMAに関する国内
MRVの指針を作成するようSBSTAに要請	  
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途上国による排出削減策(5)	

•  国際的な協議と分析（InternaEonal	  ConsultaEon	  and	  
Analysis;	  ICA）	  
–  第一回のICAは、第一回のBUR提出後、6ヶ月以内に開始

（2015年前半頃）	  
–  LDCとSIDsは任意	  
–  当該締約国と協議の上での専門家による分析とSBIが開

催するワークショップでの促進的な意見交換による	  
–  専門家による分析結果は要約報告書にまとめSBIに提出	  
–  それを基に意見交換（質疑応答）を行い議事録にまとめる	  
–  国内措置の適切さについては議論の対象としない	  
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国際的支援を	

受けたNAMA �

国際的支援を	

受けないNAMA �

国内でMRV � 国内でMRV �

国際的にMRV �

専門家の分析→要約報告書�

SBIにおける意見交換�

SBSTAが今
後指針策定�

図�途上国の削減行動の検証のしくみ�

 ICA	

（COP17
採択）	


BUR� BUR�BUR指針採
択（COP17）	



REDDプラス	

•  途上国における森林減少等からの排出削減
策（REDDプラス）	  
– 3つのフェーズ（カンクン合意、para.	  73）	

•  第1フェーズ：国家戦略または行動計画、政策と措置
の策定と能力構築の段階	

•  第2フェーズ：その実施の段階	

•  第3フェーズ：十分にMRVされた結果ベースの行動	  

– 市場メカニズムの利用を認めるかをはじめ、資金
支援のあり方について合意がまとまらず先送り	  
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セクターアプローチ	

•  セクターアプローチ	  
– セクターアプローチの全体的枠組み、農業、国際

航空・海運ともに先送り	  
– ただし、農業は、SBSTAでの検討に	  
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市場メカニズム	

•  市場の利用を含む多様なアプローチ	  
– 市場メカニズムを含む多様なアプローチの枠組

みを検討する作業計画を実施	  
– 新しい市場メカニズムがCOPのガイダンスと監督

の下で機能することなど、新しい市場メカニズム
の条件を定める。こうしたメカニズムの方法と手
続を作成する作業計画を実施	  

– 二国間クレジットオフセットメカニズムの交渉の場
の一つはここ	  
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市場メカニズムに関する合意	

33	


	  
	  

・多様なアプローチ
の枠組みを検討す

る作業計画と	  
COPの指導と監督
の下で機能する新
たな市場メカニズ
ムの手続と方法を
作成する作業計画
をAWG-‐LCAが実施	

	  
	  
	  
	  

・基本的に第一約
束期間のルールを

踏襲	  
・枠組条約の下で
市場メカニズムが
設置された場合、

その排出枠も利用
可能となる可能性	  

	

	  
	  
	  

・炭素回収・貯留
（CCS）のCDM事
業の方法・手続
に関する合意	  

・JIの基本的ルー
ルの見直し開始	  

など	  
	  

気候変動枠組条約	 京都議定書	

第一約束期間の
ルール改善	

第二約束期間の
ルール	



適応策、資金、技術の支援(1)	

•  適応策	  
– カンクン適応フレームワークの設置	  
– 適応委員会の設置。その機能、権限、構成などを
COP17で決定	  

– 適応策を実施するための資金、技術、能力構築を途
上国に提供することを先進国に要請（カンクン合意、
para.	  18）	  

•  能力構築	  
– 能力構築支援が促進されるべきことを決定	  
– そのための先進国による資金供与がなされるべきこ

とを決定	  
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適応策、資金、技術の支援(2)	
•  資金	  

– 緑の気候基金（GCF）の運用開始。規律文書採択	  
•  途上国のNAMA支援が活動対象の一つ	  

– 常設委員会の機能、権限、構成などを決定	  
– 意味ある削減行動と実施の透明性を条件に、途上国

のニーズに対処するために、2020年までに年1000億
米ドルの動員目標を先進国が約束していることを承
認（カンクン合意、para.	  98）	  

– 長期資金に関する作業計画実施（COP17）	  
•  技術の開発・移転	  

– 技術メカニズム運用開始	  
– 技術執行委員会、気候技術センター・ネットワークの

権限などを決定	   35	




再検討	

•  究極的な目的に照らして、長期目標の適切さと全体
の進捗を定期的に再検討（カンクン合意、para.	  138）	
–  第1回再検討は、2013年に開始、2015年に完了。第1回再

検討において、1.5度目標を含め長期目標の強化を検討
（カンクン合意、para.	  4	  and	  para.	  139）	  

–  IPCCが評価報告書を採択する度、または、少なくとも7年
ごとに再検討を行う	

•  第1回の再検討の範囲、方法の多くは未決定のまま
先送り	  
–  専門家による検討。専門家再検討グループを設置するか

など詳細はCOP18で明確化	  
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COP18の課題(1)	

•  2020年からの新しい法的文書策定交渉（ADP）の課
題（1）	  
–  世界全体の削減水準を引き上げ、気候変動抑制、長期

目標の達成への道筋をつけるレジーム構築	  
–  すべての主要排出国の参加と衡平、公正なレジーム構築	  
–  ベルリンマンデートと違い、プロセスの指導原則や法的枠

組みの中でどの国がどんな削減義務を負うかなどの骨格
の規定なし。これからの交渉で決まる	  

•  合意文書にCBDRの言及なし。Crumbling	  “firewall”?	  
–  バンコクでの非公式会合を経て、原則、各国の事情とそ

の変化、義務の差異化、インセンティヴ、他の作業との関
係、特に2013年の計画などが議論の焦点	  
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COP18の課題(2)	

•  新しい法的文書策定交渉（ADP）の課題(2)	  
–  “ambiEon	  gap”を埋める選択肢を確認する作業計画	

•  想定されるオプション（WRI・UNEP,	  2012）	  
–  2020年までに各国の現在の目標を上方修正（約束を提出した国は
86カ国。まだ約束を出していない国にも出してもらうことを含む）	  

–  2020年以降の目標を科学の要請に添った水準になるよう交渉	  
–  対象ガス、分野などの範囲の拡大（eg.　国際航空・海運）	  
–  資金、技術、能力構築の促進	  
–  実効的な実施の支援（MRV,	  IAR,	  ICA）	  
–  コベネフィットを考慮した削減対策（政策統合）	  
–  衡平及び環境十全性の再考	  
–  先進国について透明性が高く、比較可能で、正確な目標達成手段

（アカウンティング）に関するルール	  
–  目標の明確化	  
–  効果的な定期的再検討	  
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COP18の課題(3)	

•  2020年までの制度（カンクン合意の実施）の検討
（AWG-‐LCA）において残された課題	  
– 長期の排出量目標とピークアウトのタイミング	  
–  「持続可能な発展への衡平なアクセス」	  
– 長期目標の強化の検討を含む2013-‐15年の再検討	  
– 先進国が提出した削減目標の明確化	  
– 国際的な評価と審査のしくみ（IAR、ICA）を含む国際

的な検証のしくみのより詳細なルール作り（？）	  
–  REDD+	  
– 新たな市場メカニズム	  
– 長期資金作業計画　など	  
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COP18の課題(4)	

•  京都議定書第二約束期間（AWG-‐KP）に関して残
された課題（1）	  
– 第二約束期間の目標を定める附属書Bと関連する議

定書改正の採択	  
•  約束期間の長さ（5年or8年）、削減目標の水準	  

– 採択されても2013年1月1日までに発効しない場合
（万一採択されない場合？）（「空白」）への対応	  

•  COP/MOP決定で「空白」への対応を規定	  
•  暫定適用？一方的宣言？COP/MOP決定？	  

– 第一約束期間の余剰排出枠の繰り越し（carry-‐over）	  
•  世界全体の削減水準の引き上げ	  
•  ロシア	  
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COP18の課題（5）	

•  京都議定書第二約束期間（AWG-‐KP）に関して残
された課題（2）	  
– 京都メカニズムの利用資格	  

•  11月に非公式会合	  

•  第二約束期間の削減目標を有する締約国の利用資格	  
–  「空白」への対応	  

•  第二約束期間に削減目標を設定しない京都議定書の締約
国は京都メカニズムを利用し続けることができるか	  

–  使えるのはCDMだけorすべての京都メカニズム？	  
–  5月の交渉会合でもあらゆる交渉の場面（京都メカニズムに関する

議題、5、7、8条などこれまでの決定の見直し議題（SBSTA）、「空白」
対処の決定案など）で議論になる	  

–  途上国に加えてEUも否定的な立場	  
–  ロシア	  

•  京都メカニズムだけでなく？	   41	




京都メカニズム利用資格問題(1)	
•  京都メカニズムを継続して利用できるかが

伴う問題	  
–  2013年以降の国の目標達成に使えるか	  

•  国が利用できなくなると認可をうけた事業者も利用で
きなくなる	  

•  既に第一約束期間に開始された事業や発行された
排出枠はどうなるか	  

–  炭素市場の発展の行方	  
–  CDMの排出枠の一部を収入源とする適応基金

の機能　など	  
–  日本への影響	  

•  2020年目標達成の手段ー目標の水準	  
–  二国間クレジットオフセットメカニズムへ？	  

•  交渉と炭素市場での日本の存在感と影響力	  
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京都メカニズムの利用資格問題（2）	

•  京都メカニズムの参加条件（eligibility）の規
則（京都メカニズムの実施規則と7条4項の排出枠
勘定方法）がどうなるかによる	  

–  現行の規則では、3条7項及び8項に基づいて割
当量が計算され､記録されること、割当量に関
する補足的情報の提出と排出枠の勘定は、数
値目標なしでは満たすことができなそう	  

–  京都議定書改正が2013年1月1日から発効しな
い場合や、改正を批准しない国が京都メカニズ
ムを利用し続けるためには、継続して京都メカ
ニズムが利用できるという合意に基づいて実施
規則の合意が必要	  
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京都メカニズムの利用資格問題（3）	

•  現行のルールのままだとどうなるか（表）	  
–  できなくなるのは、	  

•  共同実施、排出量取引については、国の登録簿
を超える排出枠の移転	  

•  CDMについては、目標達成のための排出枠の
利用	  

–  国が利用できなくなると、認可した法主体も
利用できなくなる	  

–  既に第一約束期間に開始された事業や発
行された排出枠についても同様	  
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現行ルールの場合のCDMへの影響	
CDM「参加」局面	 可否	

CDM事業の事業参加者となる	 ○	

CDM理事会が発行した事業からの排
出枠を受け取る（原初取得）	

（○）	

国内の主体からCDMの排出枠を獲得	 ○	

国内の主体にCDMの排出枠を移転	 ○	

海外の主体からCDMの排出枠を獲得	 ×	

海外の主体にCDMの排出枠を移転	 ×	

不遵守回避のために、CDMの排出枠
を追加期間に獲得・移転	

×	

CDMの排出枠を目標達成に利用	 国は×。事業者が国内目標達成に使え
るかは国がどうするかによる	

保有しているCDMの排出枠の持ち越
し	

○	  割当量の2.5%まで。このうち吸収源
CERは基準年排出量の1％の5倍まで 	
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炭素市場の展開	

46 Source: Carbon Finance at the World Bank, 2011 �



炭素市場の行方	  -‐	  2008-‐12年の需給	

47 Source: Carbon Finance at the World Bank, 2011 �



炭素市場の行方	  –	  2013年以降の需要	

48 Source: Carbon Finance at the World Bank, 2011 �



炭素市場の行方	  –	  2013年以降の供給	

49 Source: Carbon Finance at the World Bank, 2011 �



炭素市場の行方	  –	  2013年以降の需給	

50 Source: Carbon Finance at the World Bank, 2012 �



適応基金への影響	

収入	 254.90（百万米ドル）	

CERの売却益	 167.92	

締約国などからの拠出	 85.82	

投資による収入	 1.15	

支出	 25.61（百万米ドル）	  
	

適応事業への支出	 12.40	  
	

運営費用	 13.21	

51 Source: Adaptation Fund, 2011 �2011年9月30日現在�



COP18の課題（6）	

•  2トラックから新たな議定書交渉に順調に進
めるか	

– AWG-‐LCA、AWG-‐KPともに残る検討課題。作業完
了＝検討課題に関する何らかの合意が2つの
AWG終了（＝2トラック解消）の条件	

•  第二約束期間の改正採択ーADPの進展（特に作業計
画）（＋AWG-‐LCAのいくつかの合意）のバランス	

– 第二約束期間の改正案がうまく採択できないとADPの進展に
も影響のおそれ。ADPの進展の遅れは、第二約束期間改正
案採択に影響のおそれ	

–  ADPとAWG-‐LCAの相互連関：AWG-‐LCAの残された課題の取り
扱い	
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COP18の課題（7）	

•  ほぼ不可避的に生じる「空白」に対し、2013
年1月1日以降もseamlessに京都議定書の制
度を運営するための対処方策	  
– COP/MOP決定で対処する方向で検討	  

•  早期の改正批准の要請、暫定適用	  

– この決定案の交渉の中で、京都メカニズムの利
用条件も議論される可能性	
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結びにかえて（1）	

•  気候変動交渉の難しさ。しかし多国間制度の必
要性も認識	

– 国際社会の政治力学の変化	
•  国際合意を左右する圧倒的な新興国の影響力。米国と並

ぶ特に中国の存在感。「G2」	

•  途上国間の格差（南南格差）、利害の違いの鮮明化＝交渉
アクターの増加	

–  途上国の中からの新興経済国の削減努力強化への圧
力。“While	  they	  develop,	  we	  die	  in	  the	  process.”	  (Grenada)	  

– 新興国の経済発展と排出増を背景に、これまでの国
際規則・原則の動揺。新しい制度構築の途上	
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Challenges for COP17	
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Legally binding outcome under AWG-LCA 

KP 2nd  Commitment Period 

No (COP decision) 

No KP 2nd  Commitment Period 

BASIC 

China, India 

US 

Canada 

Japan 

Russia 

EU 

Norway 

Australia 

AOSIS 

LDC 

 



結びにかえて（2）	

•  COP18の位置	  
– 「中休みのCOP」か?	  	  NO!	  
– 京都議定書、炭素市場、そして温暖化交渉のこ

れからを決めるという意味でcriEcal	  
– 「日本は関係ない」か？	  

•  新たな議定書交渉の進展のためにAWG-‐KP（改正案の
採択）とAWG-‐LCAの着地点を見つけることが不可欠	  

•  炭素ビジネスのこれから	  

•  日本の立ち位置	  
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主要国・近隣諸国の動向	

•  米国の大統領選挙、議会選挙、中国の首脳
交代	  

–  当面の国際交渉対応は現状維持	  
–  米国は大統領選挙の結果いかん	  

•  財政危機の中のEU	  
•  アジア地域、太平洋地域での排出量取引制

度導入の動き	  
–  韓国	  
–  中国	  
–  台湾	  
–  オーストラリア、NZ	  

57 



58	




59	


	

	

	  
	  
	  

ご静聴ありがとうございました。	
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